
和歌山県公共工事入札監視委員会第４７回定例会議 議事概要和歌山県公共工事入札監視委員会第４７回定例会議 議事概要和歌山県公共工事入札監視委員会第４７回定例会議 議事概要和歌山県公共工事入札監視委員会第４７回定例会議 議事概要

開催日及び場所 平成２５年５月３０日（木） １３：１５～

和歌山県自治会館 ３０４会議室

出席委員氏名 田 中 昭 彦（委員長）

山 西 陽 裕（副委員長）

江 海 康 子

木 下 正 美

堀 田 祐三子

水 城 実

審議対象期間 平成２５年１月１日 ～ 平成２５年３月３１日

抽出案件 総件数 ２ 件 議事

○入札及び契約手続の実績状況等の報告

一般競争入札 － 件 ○抽出工事に係る競争参加資格の設定の経緯

等審議

条件付き ２ 件 ○意見交換会

一般競争入札

通常指名競争入札 － 件

随意契約 － 件

委員からの意見・ 意見・質問 回 答

質問、それに対す

る回答 別紙のとおり 別紙のとおり

委員会による建議 なし

の内容



別紙 Ｎｏ．１

意見・質問 回 答

【条件付き一般競争入札】

○紀三井寺川河川整備工事 （発注機関：海草振興局建設部）

１．Ａ委員 １．予定価格の積算のため、業者から下見積を徴取

予定価格の積算のため、３者に下見積を して予定価格とする方法は、特に定まったルール

依頼し、うち２者から提出がなかった場合、 はなく発注機関に委ねられている。今回の案件に

未提出の２者に対し、その事情・理由の確 ついては、３者に見積依頼したが、結果として１

認をしたか。 者しか見積書の提出がなかったため、１者の見積

により歩掛けして予定価格を積算した。未提出の

２者に対し、事情・理由の確認は行っていない。

２．Ａ委員 ２．ご意見を参考に、検討したい。

見積を依頼して、提出の無かった業者に

その事情・理由を確認されるとか、また他

者に追加の見積依頼をしてはどうか。

３．Ｂ委員 ３．当初に設置した業者は既に存在しないが、当該

落札業者は、最初に当ポンプ設備を設置 落札業者は設置業者から営業譲渡を受けたと聞い

した業者か。 ている。

４．Ｃ委員 ４．営業譲渡を受けたという情報しか持ち合わせて

営業譲渡を受けた会社は、設置した元の いない。

業者と、技術・施工能力において同等か。

５．Ｂ委員 ５．検討したい。

機械器具の場合、当初設置した業者がそ

の後の工事も請け負うことが多いと思うが、

競争性を高めるよう今後の課題とされたい。

６．Ｄ委員

入札参加資格は、機械器具設置工事の特 ６．専門工事の発注ルールとして、入札公告では監

定建設業許可を必要とするが、配置技術者 理技術者（※）の配置を求めていないので、主任

の資格は監理技術者か。 技術者の場合は、実務経験１０年以上の者で可。

但し、契約金額 2500万円以上は建設業法第２６条

により現場専任の技術者となる。

（※ 3000万円以上下請けに出す場合は必要）



別紙 Ｎｏ．２

意見・質問 回 答

【条件付き一般競争入札】

○国道３７１号（仮称橋谷川橋上部その２） （発注機関：伊都振興局建設部）

道路改良工事

１．Ｂ委員 １．３者が失格した後、入札価格が５位の応札者が

総合評価で価格逆転した案件か。 逆転により落札となっている。

２．Ｂ委員 ２．３者とも調査基準価格以下で、特別重点調査対

３者を失格とした理由は何か。 象となる低入札であった。失格理由としては、２

者は低入札価格調査の資料を未提出、１者は資料

は提出したが調査に入る前に辞退した。

３．Ｂ委員 ３．外部委員による評価分科会において意見を聴取

技術提案による評価点は、どんな仕組み し点数を付けている。

で点をつけているのか。

当案件は具体の技術提案に５点を配点、最大５件

まで提案を受け、１件ごと審査し、不可０点、

可 0.5点、優１点の評価点をつけて合計する。

【事務局説明】

４．Ｂ委員 ４．ノウハウをいろいろ持っていれば複数提案出来

複数の技術提案をする方が点数が上がる る。県としては技術力の高いところに発注したい。

傾向なのか。

５．Ａ委員 ５．過去の事例から、同等と判断している。

入札参加要件の県内業者 1,300 点以上、

県外業者 1,100 点以上という差は、どのよ 県外は、経営規模等評価審査による客観点数の

うな考え方か。 みであり、県内は主観点数、地域貢献等の地方基

準点数が加算されているため、県内業者の点数は

上積みがあるということ。県内業者に対し条件を

厳しくしているわけではない。

【事務局説明】



別紙 Ｎｏ．３

意見・質問 回 答

６．Ｃ委員、Ｅ委員 ６．３者とも特別重点調査の対象金額であり、下請

失格した３者はともに近い金額で失格し けいじめ等、ダンピングの防止のためには、一つ

ており、低入札金額で落札可能でなかった 一つ見積が適正か審査する必要があるため、口頭

か。調査に係る提出資料を簡略化出来ない ではなく資料の提出は必要。資料提出をしないこ

か。 と、また調査に入る前に辞退したことは、業者の

方で審査に耐えられないと判断したものと推測す

る。

【意見交換会】

下記について意見交換を行った。

記

１．公共工事動向について

２．最近の入札参加資格停止の事例について

３．他府県の電子入札における談合について

４．和歌山県入札監視委員会の条例化について


